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告 示

栃 木 県 告 示 第 百 五 十 五 号

　 悪 臭 防 止 法 の 規 定 に 基 づ く 規 制 地 域 及 び 規 制 基 準 （ 平 成 二 十 四 年 栃 木 県 告 示 第 七 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 し 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。 た だ し 、 別 表 壬 生 町 の 項 の 改 正 規 定 （ 「 や す づ か 幼 稚 園 」 を 「 認

定 こ ど も 園 や す づ か 幼 稚 園 」 に 改 め る 部 分 及 び 「 お も ち ゃ の ま ち 幼 稚 園 」 を 「 幼 稚 園 型 認 定 こ ど も 園 お も ち ゃ

の ま ち 幼 稚 園 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。 ） 及 び 同 表 那 須 町 の 項 の 改 正 規 定 （ 「 那 須 幼 稚 園 」 を 「 認 定 こ ど も 園 那

須 幼 稚 園 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。 ） は 、 同 年 三 月 二 十 六 日 か ら 適 用 す る 。

　　 令 和 三 年 三 月 二 十 六 日

栃 木 県 知 事　　 福　　 田　　 富　　 一　　

　 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改　　 正　　 後 改　　 正　　 前

別 表
壬　 生　 町 　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 壬 生 町 立 壬 生 中 学 校 、 壬 生

町 立 南 犬 飼 中 学 校 、 壬 生 町 立 壬 生

北 小 学 校 、 壬 生 町 立 羽 生 田 小 学

校 、 壬 生 町 立 稲 葉 小 学 校 、 た ち ば

な 幼 稚 園 、 認 定 こ ど も 園 や す づ か

幼 稚 園 、 幼 稚 園 型 認 定 こ ど も 園 お

も ち ゃ の ま ち 幼 稚 園 、 認 定 こ ど も

園 く に や 幼 稚 園 、 あ り ん こ 保 育

園 、 壬 生 寺 第 二 保 育 園 、 幼 保 連 携

型 認 定 こ ど も 園 メ リ ー ラ ン ド 保 育

園 、 障 害 者 支 援 施 設 せ せ ら ぎ 、 特

別 養 護 老 人 ホ ー ム し も つ け 荘 及 び

介 護 老 人 保 健 施 設 み な と 荘 の そ れ

ぞ れ 周 囲 百 メ ー ト ル 以 内 の 区 域

略
那　 須　 町 幸 福 の 科 学 学 園 高 等 学 校 ・ 中 学

校 、 那 須 町 立 那 須 中 学 校 、 那 須 町

立 東 陽 小 学 校 、 那 須 町 立 学 び の 森

小 学 校 、 那 須 町 立 高 久 小 学 校 、 那

須 町 立 田 代 友 愛 小 学 校 、 那 須 町 立

那 須 高 原 小 学 校 、 那 須 み ふ じ 幼 稚

園 、 認 定 こ ど も 園 那 須 幼 稚 園 、 那

須 町 立 黒 田 原 第 二 保 育 園 、 那 須 町

立 伊 王 野 保 育 園 、 那 須 高 原 保 育 園

　　　　 、 那 須 町 立 千 振 保 育 園 、

那 須 町 立 大 同 保 育 園 、 那 須 町 立 高

久 保 育 園 、 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム ゆ

た か 苑 、 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 寿 山

荘 那 須 、 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム な す

の 苑 、 養 護 老 人 ホ ー ム 聖 園 那 須 老

人 ホ ー ム 、 那 須 高 原 病 院 及 び 見 川

医 院 の そ れ ぞ れ 周 囲 百 メ ー ト ル 以

内 の 区 域

別 表
壬　 生　 町 獨 協 医 科 大 学 ・ 獨 協 医 科 大 学 附 属

病 院 、 壬 生 町 立 壬 生 中 学 校 、 壬 生

町 立 南 犬 飼 中 学 校 、 壬 生 町 立 壬 生

北 小 学 校 、 壬 生 町 立 羽 生 田 小 学

校 、 壬 生 町 立 稲 葉 小 学 校 、 た ち ば

な 幼 稚 園 、 や す づ か 幼 稚 園　　　

　　　 、 お も ち ゃ の ま ち 幼 稚 園　

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

　 、 障 害 者 支 援 施 設 せ せ ら ぎ 、 特

別 養 護 老 人 ホ ー ム し も つ け 荘 及 び

介 護 老 人 保 健 施 設 み な と 荘 の そ れ

ぞ れ 周 囲 百 メ ー ト ル 以 内 の 区 域

略
那　 須　 町 幸 福 の 科 学 学 園 高 等 学 校 ・ 中 学

校 、 那 須 町 立 那 須 中 学 校 、 那 須 町

立 東 陽 小 学 校 、 那 須 町 立 学 び の 森

小 学 校 、 那 須 町 立 高 久 小 学 校 、 那

須 町 立 田 代 友 愛 小 学 校 、 那 須 町 立

那 須 高 原 小 学 校 、 那 須 み ふ じ 幼 稚

園 、 那 須 幼 稚 園　　　　　　 、 那

須 町 立 黒 田 原 第 二 保 育 園 、 那 須 町

立 伊 王 野 保 育 園 、 那 須 町 立 那 須 高

原 保 育 園 、 那 須 町 立 千 振 保 育 園 、

那 須 町 立 大 同 保 育 園 、 那 須 町 立 高

久 保 育 園 、 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム ゆ

た か 苑 、 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 寿 山

荘 那 須 、 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム な す

の 苑 、 養 護 老 人 ホ ー ム 聖 園 那 須 老

人 ホ ー ム 、 那 須 高 原 病 院 及 び 見 川

医 院 の そ れ ぞ れ 周 囲 百 メ ー ト ル 以

内 の 区 域

（ 環 境 保 全 課 ）　
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栃木県告示第156号
　次の公印を作成したので、栃木県公印規程（昭和49年栃木県訓令第15号）第12条の規定により告示する。

栃 木 県 告 示 第 百 五 十 五 号

　 悪 臭 防 止 法 の 規 定 に 基 づ く 規 制 地 域 及 び 規 制 基 準 （ 平 成 二 十 四 年 栃 木 県 告 示 第 七 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 し 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。 た だ し 、 別 表 壬 生 町 の 項 の 改 正 規 定 （ 「 や す づ か 幼 稚 園 」 を 「 認

定 こ ど も 園 や す づ か 幼 稚 園 」 に 改 め る 部 分 及 び 「 お も ち ゃ の ま ち 幼 稚 園 」 を 「 幼 稚 園 型 認 定 こ ど も 園 お も ち ゃ

の ま ち 幼 稚 園 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。 ） 及 び 同 表 那 須 町 の 項 の 改 正 規 定 （ 「 那 須 幼 稚 園 」 を 「 認 定 こ ど も 園 那

須 幼 稚 園 」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。 ） は 、 同 年 三 月 二 十 六 日 か ら 適 用 す る 。

　　 令 和 三 年 三 月 二 十 六 日

栃 木 県 知 事　　 福　　 田　　 富　　 一　　

　 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改　　 正　　 後 改　　 正　　 前

別 表
壬　 生　 町 　　　　　　　　　　　　　　　

　　　 壬 生 町 立 壬 生 中 学 校 、 壬 生

町 立 南 犬 飼 中 学 校 、 壬 生 町 立 壬 生

北 小 学 校 、 壬 生 町 立 羽 生 田 小 学

校 、 壬 生 町 立 稲 葉 小 学 校 、 た ち ば

な 幼 稚 園 、 認 定 こ ど も 園 や す づ か

幼 稚 園 、 幼 稚 園 型 認 定 こ ど も 園 お

も ち ゃ の ま ち 幼 稚 園 、 認 定 こ ど も

園 く に や 幼 稚 園 、 あ り ん こ 保 育

園 、 壬 生 寺 第 二 保 育 園 、 幼 保 連 携

型 認 定 こ ど も 園 メ リ ー ラ ン ド 保 育

園 、 障 害 者 支 援 施 設 せ せ ら ぎ 、 特

別 養 護 老 人 ホ ー ム し も つ け 荘 及 び

介 護 老 人 保 健 施 設 み な と 荘 の そ れ

ぞ れ 周 囲 百 メ ー ト ル 以 内 の 区 域

略
那　 須　 町 幸 福 の 科 学 学 園 高 等 学 校 ・ 中 学

校 、 那 須 町 立 那 須 中 学 校 、 那 須 町

立 東 陽 小 学 校 、 那 須 町 立 学 び の 森

小 学 校 、 那 須 町 立 高 久 小 学 校 、 那

須 町 立 田 代 友 愛 小 学 校 、 那 須 町 立

那 須 高 原 小 学 校 、 那 須 み ふ じ 幼 稚

園 、 認 定 こ ど も 園 那 須 幼 稚 園 、 那

須 町 立 黒 田 原 第 二 保 育 園 、 那 須 町

立 伊 王 野 保 育 園 、 那 須 高 原 保 育 園

　　　　 、 那 須 町 立 千 振 保 育 園 、

那 須 町 立 大 同 保 育 園 、 那 須 町 立 高

久 保 育 園 、 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム ゆ

た か 苑 、 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 寿 山

荘 那 須 、 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム な す

の 苑 、 養 護 老 人 ホ ー ム 聖 園 那 須 老

人 ホ ー ム 、 那 須 高 原 病 院 及 び 見 川

医 院 の そ れ ぞ れ 周 囲 百 メ ー ト ル 以

内 の 区 域

別 表
壬　 生　 町 獨 協 医 科 大 学 ・ 獨 協 医 科 大 学 附 属

病 院 、 壬 生 町 立 壬 生 中 学 校 、 壬 生

町 立 南 犬 飼 中 学 校 、 壬 生 町 立 壬 生

北 小 学 校 、 壬 生 町 立 羽 生 田 小 学

校 、 壬 生 町 立 稲 葉 小 学 校 、 た ち ば

な 幼 稚 園 、 や す づ か 幼 稚 園　　　

　　　 、 お も ち ゃ の ま ち 幼 稚 園　

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

　 、 障 害 者 支 援 施 設 せ せ ら ぎ 、 特

別 養 護 老 人 ホ ー ム し も つ け 荘 及 び

介 護 老 人 保 健 施 設 み な と 荘 の そ れ

ぞ れ 周 囲 百 メ ー ト ル 以 内 の 区 域

略
那　 須　 町 幸 福 の 科 学 学 園 高 等 学 校 ・ 中 学

校 、 那 須 町 立 那 須 中 学 校 、 那 須 町

立 東 陽 小 学 校 、 那 須 町 立 学 び の 森

小 学 校 、 那 須 町 立 高 久 小 学 校 、 那

須 町 立 田 代 友 愛 小 学 校 、 那 須 町 立

那 須 高 原 小 学 校 、 那 須 み ふ じ 幼 稚

園 、 那 須 幼 稚 園　　　　　　 、 那

須 町 立 黒 田 原 第 二 保 育 園 、 那 須 町

立 伊 王 野 保 育 園 、 那 須 町 立 那 須 高

原 保 育 園 、 那 須 町 立 千 振 保 育 園 、

那 須 町 立 大 同 保 育 園 、 那 須 町 立 高

久 保 育 園 、 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム ゆ

た か 苑 、 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 寿 山

荘 那 須 、 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム な す

の 苑 、 養 護 老 人 ホ ー ム 聖 園 那 須 老

人 ホ ー ム 、 那 須 高 原 病 院 及 び 見 川

医 院 の そ れ ぞ れ 周 囲 百 メ ー ト ル 以

内 の 区 域

（ 環 境 保 全 課 ）　

　 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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　　令和３（2021）年３月26日
栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 印 影
寸 法

（ミリメートル）
書 体 用 途

使 用 開 始
期 日

公印管理者

栃木県大田原県税事
務所長之印

方20 てん書 一般文書用
令 和 ３
（2021）年
４月１日

大田原県税事務
所長

（文書学事課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第157号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項に規定する指定居宅サービス事業者を指定したので、同
法第78条の規定により次のとおり公示する。
　　令和３（2021）年３月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事 業 所
番 号

事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指定居宅サービス事業所
指 定 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地

0971301700 合同会社さかきコマース
代表社員
榊原　一子

ケアサポ那花 那須塩原市東三島
二丁目85番地12

令 和 ３
（2021）年
２月１日

訪問介護

0971301668 株式会社ファーストナー
ス
代表取締役
橋本　真奈歩

訪問看護ステー
ションあやめ黒磯

那須塩原市上厚崎
377番６　上厚崎
店舗Ａ-１

令 和 ３
（2021）年
２月１日

訪問看護

0971301676 株式会社ＮＥＸＵＳ
代表取締役
田島　誠樹

訪問看護ステー
ション黒磯

那須塩原市豊浦中
町100番地50　レ
ヂデンス岡野201
号

令 和 ３
（2021）年
２月１日

訪問看護

0971301684 医療法人社団湘風会
理事長
藤田　幸子

訪問看護ステー
ションたいよう

那須塩原市三島四
丁目28番地２

令 和 ３
（2021）年
２月１日

訪問看護

0971301692 有限会社奥村プレシジョ
ン
代表取締役
奥村　一郎

ありんこケアサー
ビス

那須塩原市緑二丁
目1152番地２

令 和 ３
（2021）年
２月１日

福祉用具貸
与

0971301692 有限会社奥村プレシジョ
ン
代表取締役
奥村　一郎

ありんこケアサー
ビス

那須塩原市緑二丁
目1152番地２

令 和 ３
（2021）年
２月１日

特定福祉用
具販売

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第158号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項に規定する指定介護予防サービス事業者を指定したの
で、同法第115条の10の規定により次のとおり公示する。
　　令和３（2021）年３月26日
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栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事 業 所
番 号

事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指定介護予防サービス事業所
指 定 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地

0971301668 株式会社ファーストナー
ス
代表取締役
橋本　真奈歩

訪問看護ステー
ションあやめ黒磯

那須塩原市上厚崎
377番６　上厚崎
店舗Ａ－１

令 和 ３
（2021）年
２月１日

介護予防訪
問看護

0971301676 株式会社ＮＥＸＵＳ
代表取締役
田島　誠樹

訪問看護ステー
ション黒磯

那須塩原市豊浦中
町100番地50　レ
ヂデンス岡野201
号

令 和 ３
（2021）年
２月１日

介護予防訪
問看護

0971301684 医療法人社団湘風会
理事長
藤田　幸子

訪問看護ステー
ションたいよう

那須塩原市三島四
丁目28番地２

令 和 ３
（2021）年
２月１日

介護予防訪
問看護

0971301692 有限会社奥村プレシジョ
ン
代表取締役
奥村　一郎

ありんこケアサー
ビス

那須塩原市緑二丁
目1152番地２

令 和 ３
（2021）年
２月１日

介護予防福
祉用具貸与

0971301692 有限会社奥村プレシジョ
ン
代表取締役
奥村　一郎

ありんこケアサー
ビス

那須塩原市緑二丁
目1152番地２

令 和 ３
（2021）年
２月１日

特定介護予
防福祉用具
販売

（高齢対策課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第159号
　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19条の９第１項に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を
したので、同法第19条の19の規定により次のとおり公示する。
　　令和３（2021）年３月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　病院又は診療所

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指定年月日

吉田醫院 足利市江川町３-４-12 吉田　直人 令和３（2021）年
２月22日

うえのクリニック 河内郡上三川町上蒲生
2312-３

医療法人修誠会 令和３（2021）年
２月16日

２　薬局

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指定年月日

ピノキオ薬局喜沢店 小山市喜沢399-５ 株式会社ピノキオ薬局 令和３（2021）年
３月１日

３　指定訪問看護事業者等

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指定年月日
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訪問看護ステーション
あやめ栃木

栃木市大宮町 1767-２グ
リーンパレス貴志B棟101

株式会社ファーストナース 令和３（2021）年
１月１日

訪問看護ステーション
あやめ黒磯

那須塩原市上厚崎377-６
上厚崎店舗A-１

株式会社ファーストナース 令和３（2021）年
２月１日

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第160号
　難病の患者に対する医療等に関する法律（平成26年法律第50号）第14条第１項に規定する指定医療機関の指
定をしたので、同法第24条の規定により次のとおり公示する。
　　令和３（2021）年３月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　病院又は診療所

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指定年月日

にしかわだ整形外科内
科クリニック

宇都宮市西川田３-26-18 溝部　弘敬 令和３（2021）年
３月31日

吉田醫院 足利市江川町３-４-12 吉田　直人 令和３（2021）年
２月22日

ほだかクリニック 佐野市北茂呂町10-３ 山﨑　穂高 令和３（2021）年
１月１日

２　薬局

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指定年月日

オウル薬局 宇都宮市西川田３-26-17 有限会社マスヤマメディカル 令和３（2021）年
３月１日

カワチ薬局戸祭南店 宇都宮市戸祭町3020-12 株式会社カワチ薬品 令和３（2021）年
３月１日

ピノキオ薬局喜沢店 小山市喜沢399-５ 株式会社ピノキオ薬局 令和３（2021）年
３月１日

３　指定訪問看護事業者等

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指定年月日

訪問看護ステーション
あやめ栃木

栃木市大宮町 1767-２グ
リーンパレス貴志B棟101

株式会社ファーストナース 令和３（2021）年
１月１日

訪問看護ステーション
あやめ黒磯

那須塩原市上厚崎377-６
上厚崎店舗Ａ-１

株式会社ファーストナース 令和３（2021）年
２月１日

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第161号
　難病の患者に対する医療等に関する法律（平成26年法律第50号）第19条の規定により指定医療機関から次の
とおり変更の届出があったので、同法第24条の規定により公示する。
　　令和３（2021）年３月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　指定訪問看護事業者等

名 称 所 在 地 開 設 者 名 変更年月日
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訪問看護ステーション
ひだまり

塩谷郡高根沢町宝石台５-
15-４ランドハウス福田Ｂ
棟
（高根沢町光陽台２-17-
６ノーブルクロード２　
201号室）

株式会社オニーロ企画 令和３（2021）年
１月28日

※表中の（　）内は変更前のもの
（健康増進課）　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第162号
　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定により、次のとおり地籍調査の成果を認証したの
で、同条第４項の規定により公告する。
　　令和３（2021）年３月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

調査を行った
者 の 名 称

調 査 区 域 成 果 の 名 称 認 証 年 月 日

栃木市 栃木市藤岡町大字富吉及
び中根の各一部

栃木市藤岡町大字富吉及び中根の各一部
（部屋ⅩⅢ地区）の地籍図及び地籍簿

令和３（2021）年
３月11日

那珂川町 那珂川町大内の一部 那珂川町大内の一部（大内Ⅵ地区）の地籍
図及び地籍簿

令和３（2021）年
３月11日

茂木町 茂木町大字深沢の一部 茂木町大字深沢の一部（深沢Ⅲ地区）の地
籍図及び地籍簿

令和３（2021）年
３月11日

（農村振興課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第163号
　飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和28年法律第35号）第56条第７項及び飼料の安全性の
確保及び品質の改善に関する法律施行令（昭和51年政令第198号）第11条第４項の規定により、令和２
（2020）年10月から同年12月までの間に検査した収去飼料の分析結果の概要を次のとおり公表する。
　　令和３（2021）年３月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　栄養成分に関する検査

製造事業場等
の名称及び
所 在 地

収去場所 飼料の名称
製 造（ 輸 入 ）
年 月

試 験 項 目
違反の有無
及 び 違 反
の 内 容

明治飼糧株式
会社
真岡ＴＭＲセ
ンター
真岡市

同左 明治配合飼
料 ド ラ イ
ミックス
Ｃ１５

R２（2020）.10 栄養成分等－粗たん白質、粗脂
肪、粗繊維、粗灰分、カルシウ
ム、りん

無

全国酪農業協
同組合連合会
那須青木ＴＭ
Ｒセンター
那須塩原市

同左 全酪ロング
ファイバー
１号

R２（2020）.11 栄養成分等－粗たん白質、粗脂
肪、粗繊維、粗灰分、カルシウ
ム、りん

無
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注）１　試験項目の欄には、栄養成分等－粗たん白質等の検査項目ごとに記載する。
　　２ 　違反の有無及び違反の内容の欄には違反の有無を記載し、表示量に対して過不足があった場合には

その成分名、試験値及び過不足の量を、原材料について違反があった場合にはその内容を、それぞれ
記載する。

２　安全性に関する検査

製造事業場等
の名称及び
所 在 地

収去場所
飼 料 又 は
飼料添加物
の 区 分

飼 料 又 は
飼料添加物
の 名 称

製 造（ 輸 入 ）
年 月

試 験 項 目
違 反 の 有
無 及 び 違
反 の 内 容

明治飼糧株式
会社
真岡ＴＭＲセ
ンター
真岡市

同左 飼料 明治配合飼
料 ド ラ イ
ミックス
Ｃ１５

R２（2020）.10 重金属-カドミウ
ム

無

全国酪農業協
同組合連合会
那須青木ＴＭ
Ｒセンター
那須塩原市

同左 飼料 全酪ロング
ファイバー
１号

R２（2020）.11 重金属-カドミウ
ム

無

注）１　試験項目の欄には、重金属－カドミウム等の検査項目ごとに適宜区分し記載する。
　　２ 　違反の有無及び違反の内容の欄には違反の有無を記載し、違反が認められた場合には、その違反の

内容、違反となった試験項目及びその試験値を記載する。
（畜産振興課）　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第164号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款の変更を認可した
ので、同条第３項の規定により公告する。
　　令和３（2021）年３月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地 改 良 区 名 認 可 年 月 日

鬼 怒 川 東 部 土 地 改 良 区 令和３（2021）年３月12日

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第165号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和３（2021）年３月26日から同年４月26日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和３（2021）年３月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　栃木藤岡線
道路の区域

整理番号
変更前
後の別

区 間
敷地の幅員
（メートル）

延 長
（メートル）

備 考
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11

前

栃木市大平町下皆川字駅東2026-１地
先から
栃木市大平町下皆川字駅東2022-７地
先まで

25.3 ～ 25.8 61.0

後

栃木市大平町下皆川字駅東2026-１地
先から
栃木市大平町下皆川字駅東2022-７地
先まで

25.3 ～ 25.8 61.0

Ⅱ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　栃木藤岡線
道路の区域

整理番号
変更前
後の別

区 間
敷地の幅員
（メートル）

延 長
（メートル）

備 考

11

前

栃木市大平町下皆川字下田246-５地
先から
栃木市大平町富田字星ノ宮1377-１地
先まで

22.3 ～ 35.4 135.0

後

栃木市大平町下皆川字下田246-５地
先から
栃木市大平町富田字星ノ宮1377-１地
先まで

22.3 ～ 37.4 135.0

Ⅲ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　栃木藤岡線
道路の区域

整理番号
変更前
後の別

区 間
敷地の幅員
（メートル）

延 長
（メートル）

備 考

11

前
栃木市大平町富田字石川5061地先から
栃木市大平町富田字石川5000-１地先
まで

25.2 ～ 26.3 60.0

後
栃木市大平町富田字石川5061地先から
栃木市大平町富田字石川5000-１地先
まで

25.2 ～ 26.3 60.0

Ⅳ
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　粟宮喜沢線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

265
前 小山市神鳥谷２丁目104-３地先から

小山市神鳥谷２丁目103-６地先まで 11.9 ～ 12.3 14.1

後 小山市神鳥谷２丁目104-３地先から 11.9 ～ 12.3 14.1
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小山市神鳥谷２丁目103-６地先まで

265

前

小山市大字神鳥谷字谷中1062-１地先
から
小山市大字神鳥谷字新宿2285-１地先
まで

11.1 ～ 12.1 39.2

後

小山市大字神鳥谷字谷中1062-１地先
から
小山市大字神鳥谷字新宿2285-１地先
まで

13.8 ～ 17.4 39.2

Ⅴ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　小山環状線
道路の区域

整理番号
変 更 前
後 の 別

区 間
敷地の幅員
（メートル）

延 長
（メートル）

備 考

269

前

小山市大字粟宮字東道上1192-１か
ら
小山市大字粟宮字東道上1165-１ま
で

19.6 ～ 35.5 100.0

後

小山市大字粟宮字東道上1192-１か
ら
小山市大字粟宮字東道上1165-１ま
で

19.6 ～ 35.5 100.0

Ⅵ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　桐生岩舟線
道路の区域

整理番号
変更前
後の別

区 間
敷地の幅員
（メートル）

延 長
（メートル）

備 考

294

前
佐野市大橋町字向河原茶畑園1158-１
から
佐野市大町字大町3026-８まで

10.3 ～ 16.1 193.0

後
佐野市大橋町字向河原茶畑園1158-１
から
佐野市大町字大町3026-８まで

18.0 ～ 19.6 193.0

Ⅶ
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　国谷停車場線
道路の区域

整理番号
変更前
後の別

区 間
敷地の幅員
（メートル）

延 長
（メートル）

備 考

前

下都賀郡壬生町至宝１丁目3780-２地
先から 8.4 ～ 9.0 167.0
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301

下都賀郡壬生町至宝１丁目２-13地先
まで

後

下都賀郡壬生町至宝１丁目3781-５地
先から
下都賀郡壬生町至宝１丁目２-13地先
まで

8.4 ～ 9.0 107.0

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第166号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和３（2021）年３月26日から同年４月26日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和３（2021）年３月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

11
主 要 地 方 道
栃 木 藤 岡 線

栃木市大平町下皆川字駅東2026-１地先から
栃木市大平町下皆川字駅東2022-７地先まで

令和３（2021）年
３月26日

11
主 要 地 方 道
栃 木 藤 岡 線

栃木市大平町下皆川字下田246-５地先から
栃木市大平町富田字星ノ宮1377-１地先まで

令和３（2021）年
３月26日

11
主 要 地 方 道
栃 木 藤 岡 線

栃木市大平町富田字石川5061地先から
栃木市大平町富田字石川5000-１地先まで

令和３（2021）年
３月26日

265
一 般 県 道
粟 宮 喜 沢 線

小山市神鳥谷２丁目104-３地先から
小山市神鳥谷２丁目103-６地先まで

令和３（2021）年
３月26日

265
一 般 県 道
粟 宮 喜 沢 線

小山市大字神鳥谷字谷中1062-１地先から
小山市大字神鳥谷字新宿2285-１地先まで

令和３（2021）年
３月26日

272
一 般 県 道
県民の森矢板線

矢板市長井字笹目田原1972-１から
矢板市長井字笹目田原1972-３まで

令和３（2021）年
３月28日

311
一 般 県 道
小 山 大 平 線

栃木市大平町富田字熊ノ内434-２地先から
栃木市大平町富田字栄町372-４地先まで

令和３（2021）年
３月26日

322
主 要 地 方 道
上横倉下岡本線

宇都宮市白沢町字上ノ台1815-２から
宇都宮市白沢町字上ノ台1815-６まで

令和３（2021）年
３月26日

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第167号
　電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第39号）第３条第１項の規定により電線共同溝を整
備すべき道路を指定したので、同条第４項の規定により次のとおり公示する。
　　令和３（2021）年３月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

道路の種類 路 線 名 区 間

一 般 国 道 293号

鹿沼市朝日町1944-23から
鹿沼市天神町1852-５までの上り線

鹿沼市朝日町1944-22から
鹿沼市天神町1852-７までの下り線
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（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第168号
　令和２年栃木県告示第173号により、都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例（平成15年栃
木県条例第42号）第１条の２第１項の規定に基づき指定した市町村の区域の一部について当該指定を解除する
ので、同条第５項において準用する同条第３項の規定により告示する。
　　令和３（2021）年３月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　指定を解除する区域
　　下野市
２　指定を解除する年月日
　　令和３（2021）年４月１日
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第169号
　都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例（平成15年栃木県条例第42号）第２条第１項の規定
により、都市計画法（昭和43年法律第100号）第34条第11号の条例で指定する土地の区域を指定したので、同
条例第２条第５項の規定により告示する。 　　　
　なお、その関係図面は、栃木県県土整備部都市計画課に備え、縦覧に供する。
　　令和３（2021）年３月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

区域の名称 土 地 の 区 域 備 考

佐 川 野 地 区 下都賀郡野木町大字佐川野の一部 土地の区域は、関係図面に表示する区域をいう。

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第170号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第34条第11号の条例で指定する土地の区域の指定に関する告示（平成
27年栃木県告示第164号）は、令和３（2021）年３月31日限り、廃止する。
　　令和３（2021）年３月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
（都市計画課）　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第171号
　建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）第42条第１項第４号の規定による道路の指定（平
成25年栃木県告示第615号）の一部を次のとおり廃止したので、公告する。
　なお、その関係図書は、所管の土木事務所に備え、縦覧に供する。
　　令和３（2021）年３月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

道 路 の 種 類 道 路 の 位 置
道 路 の 延 長
及 び 幅 員

廃 止
年 月 日

所 管 の
土木事務所

法第42条第１項第４号
の規定による道路

下野市仁良川字結城街道1411-１、
1411-２、1413-１、1413-２、1413-
３、1413-４、1413-５、1413-６、
1413-７、1415-１、1417-２の各一
部

延長135.31ｍ
幅員6.00ｍ

令 和 ３
（2021）年
３月17日

栃 木
土木事務所

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第172号
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　建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）第42条第１項第４号の規定により次のとおり道路
を指定したので、建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条第１項の規定により公告する。
　なお、その関係図書は、所管の土木事務所に備え、縦覧に供する。
　　令和３（2021）年３月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

道 路 の 種 類 道 路 の 位 置 道 路 の 延 長
及 び 幅 員

指 定
年 月 日

所 管 の
土木事務所

法第42条第１項第４号
の規定による道路

下野市仁良川字結城街道 1346-
１、1348、1349、1350-１、1350-
２、1351、1352、1354、1356-１、
1356-２、1358、1360-１、1362、
1364-１、1364-２、1365、1366-
１、1366-２、1366-６、1366-８、
1368、1371、1372-１、1372-２、
1372-４、1372-５、1375、1377、
1 3 8 7 -１、13 8 7 -２、13 8 7 -３、
1387-４、1392-１、1393、1394、
1395-１、1396-１、1398、1401、
1402、1403、1404、1405-１、1405-
２、1406-１、1406-２、1406-６、
1406-７、1406-８、1407-１、1407-
２、1407-３、1408-１、1408-２、
1409-１、1409-２、1409-３、1409-
７、1409-８、1411-１、1411-２、
1413-１、1413-２、1413-３、1413-
４、1413-５、1413-６、1413-７、
1414、1415-１、1371地先、1396-１
地先、1400地先、1401地先の各一部
1405-３、1405-４、1406-４、1406-
５、1407-４、1409-４、1409-６の各
全部
下野市仁良川字新屋敷 1655-１、
1657-９、1657-12、1657-13、1657-
15、1657-16、1657-21、1657-25、
1657-31、1660-１、1660-２の各一
部
下野市下坪山字星宮1447-１、1447-
２、1448-３、1489-３、1490-１、
1491-１、1491-２、1492-１、1492-
２、1493-４、1493-６、1448-３地
先、1492-３地先の各一部
1447-４、1447-５、1448-２、1489-
２、1490-２、1491-３、1492-３、
1492-４、1492-５、1493-５の各全
部
下野市下坪山字結城道西 1493-
１、1493-２、1493-３、1493-７、
1494-１、1494-２、1494-３、1494-
４、1495-１、1495-２、1497-２、
1588、1589、1590、1591、1592-

延長3576.88ｍ
幅員  4.0ｍ
　～ 16.0ｍ

令 和 ３
（2021）年
３月17日

栃 木
土木事務所
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２、1592-３、1593-３、1594-１、
1608-２、1609-１、1609-２、1610-
１、161 0 - 1 1、16 1 1、16 1 2 -１、
1612-２、1612-３、1613-１、1613-
３、1614-３、1614-６、1615-１、
1615-４、1616-２、1496地先、1610-
１地先、1616-12地先の一部
下野市下坪山字栄1701の一部
下野市下坪山字元割1677-４、1678-
２、167 9 -１、167 9 -２、168 0、
1681、1682、1683、1684-３、1685-
１、168 6 -１、168 6 -３、168 7、
1688-３、1688-４、1687地先の各一
部

（建築課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○県営土地改良事業の異種目換地の指定
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第３項において準用する同法第53条の２第１項の規定によ
り、県営上石那田地区土地改良（区画整理）事業において、次の土地を非農用地区域内に換地する土地として
指定したので、同条第３項の規定により公告する。
　　令和３（2021）年３月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

市町村 大　字 字 地　番 地　目 用　途 地　　積 摘　要

宇都宮市 石那田町 宮越 1496-１ 山林 畑 1,603㎡のうち500㎡

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○開発行為の工事完了
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第２項の規定により、開発行為に関する工事の完了に係る検査
済証を交付したので、同条第３項の規定により公告する。
　　令和３（2021）年３月26日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

開 発 区 域
（工区に含まれる地域の名称）

開 発 許 可 を 受 け た 者

住 所 氏 名

河内郡上三川町大字下蒲生字前原160番６ 河内郡上三川町大字下蒲生160番地１ 森 　 拓 哉
森 　 麗 子

下野市下長田字西原427番７ 下野市下長田427番地２ 梅 山 直 樹

下野市笹原字古舘42番13 下野市笹原42番地７ 倉 井 康 雄

下野市箕輪字舘567番６ 下野市駅東四丁目５番28号ベリーハイ
ツ202

岡 田 　 駿

下野市下古山字塔下39番６、42番１、42番
２、43番、44番２、44番３、44番４、44番
５、44番６、44番７、44番８、44番19、44

宇都宮市大通り４丁目３番18号 グランディハウス株
式会社
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番20、47番１、48番３、48番４、48番５、
48番７、55番２、55番３、56番５、56番
６、57番、58番１、58番２、48番１地先
（開発行為に関する工事）
下野市下古山字塔下39番７

下都賀郡壬生町大字安塚字西原2222番１ 下都賀郡壬生町落合二丁目15番８号 ＤｒｅａｍＷｏｒｋ
ｓ　Ｊａｐａｎ株式
会社

下都賀郡野木町大字若林字新田218番21、
218番25

下都賀郡野木町大字潤島21番地 永 田 　 享

（都市計画課）　
　───────────────────────────────────────────────

教 育 委 員 会

栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第 一 号

　 県 立 学 校 管 理 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

　 　 令 和 三 年 三 月 二 十 六 日

栃 木 県 教 育 委 員 会 教 育 長 　 　 荒 　 　 川 　 　 政 　 　 利 　 　

　 　 　 県 立 学 校 管 理 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 県 立 学 校 管 理 規 則 （ 昭 和 三 十 二 年 栃 木 県 教 育 委 員 会 規 則 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 別 表 第 一 栃 木 県 立 栃 木 農 業 高 等 学 校 の 項 及 び 栃 木 県 立 栃 木 工 業 高 等 学 校 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。
栃木県立栃木農業高等学校 栃木市平井町911番地 全日制 男女 農業

植物
科学

動物
科学

食品
科学

環境
デザ
イン

栃木県立栃木工業高等学校 栃木市岩出町129番地 全日制 男女 工業

機械

電気

電子
情報

　 別 表 第 一 栃 木 県 立 佐 野 松 桜 高 等 学 校 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

栃木県立佐野松桜高等学校 佐野市出流原町643番地５ 全日制 男女

工業
情報
制御

商業 商業

家庭 家政

福祉
介護
福祉



（313）栃 木 県 公 報 第190号令和３（2021）年３月26日　金曜日

　 別 表 第 一 栃 木 県 立 真 岡 北 陵 高 等 学 校 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

栃木県立真岡北陵高等学校 真岡市下籠谷396番地 全日制 男女

農業

生物
生産

農業
機械

食品
科学

商業
総合
ビジ
ネス

福祉 介護
福祉

　 別 表 第 一 栃 木 県 立 矢 板 高 等 学 校 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

栃木県立矢板高等学校 矢板市片俣618番地２ 全日制 男女

農業
農業
経営

工業
機械

電子

家庭
栄養
食物

福祉
介護
福祉

　 　 　 附 　 則 　

　 こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 高 校 教 育 課）　
　───────────────────────────────────────────────

栃 木 県 教 育 委 員 会 告 示 第 五 号

　 栃 木 県 文 化 財 保 護 条 例 （ 昭 和 三 十 八 年 栃 木 県 条 例 第 二 十 号 ） 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 次 の 表 に 掲 げ る 有 形

文 化 財 を 栃 木 県 指 定 有 形 文 化 財 に 指 定 し た の で 、 同 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 告 示 す る 。

　 　 令 和 三 年 三 月 二 十 六 日

栃 木 県 教 育 委 員 会 教 育 長 　 　 荒 　 　 川 　 　 政 　 　 利 　 　

名 称 員 数 種 別 所 在 地 所 有 者

茂 木 家 文 書 （ 百 通 ） 附 　 茂 木 家 文 書

目 録 （ 宝 永 七 年 六 月 ）

百 通 有 形 文 化 財

（ 古 文 書 ）

芳 賀 郡 茂 木 町 大 字 茂 木 一 七 二 〇

番 地 一 　 ふ み の 森 も て ぎ

茂 木 町

（ 文 化 財 課）　
　───────────────────────────────────────────────

監 査 委 員
栃木県監査委員告示第３号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項の規定に基づき、栃木県知事から、監査の結果に基づ
き、措置を講じた旨通知があったので、同条同項の規定により、次のとおり公表する。
　　令和３（2021）年３月26日

栃木県監査委員　　小　　林　　幹　　夫　　
同　　　　　関　　谷　　暢　　之　　
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栃木県監査委員　　金　　井　　弘　　行　　
同　　　　　平　　野　　博　　章　　

　監査の結果の措置状況

監査対象機関名 監 査 年 月 日 監 査 の 結 果 講 じ た 措 置

大田原土木事務
所

令和２（2020）年
12月４日

〔指摘事項〕
契約検収事務のうち、道路保全
事業費（補助）に係る地質調査
業務委託の設計積算において、
モノレールの架設・撤去費の計
上を誤ったことにより、設計額
が過大となっているものが１件
352千円あった。

設計積算に当たっては、適用する
積算基準に基づき適正に計上され
るよう、業務委託積算チェックリ
ストを改訂し、再発防止に努めま
す。
加えて、所内技術調整会議等にお
いて、設計書は所内ルールに基づ
き決められた期日までに検算者へ
渡すよう周知徹底を図り、十分な
検算時間や決裁時間を確保し、適
正な事務執行に努めます。

烏山土木事務所 令和３（2021）年
１月12日

〔指摘事項〕
契約検収事務のうち、河川調査
費（河川改修調査費）に係る測
量業務委託の設計積算におい
て、曲線数の計上を誤ったこと
により、設計額が過大となって
いるものが１件264千円あった。

設計積算に当たっては、適用する
積算基準に基づき適正に計上され
るよう、業務委託積算チェックリ
ストを改訂し、積算・検算・決裁
の各段階においてチェック体制の
強化を図り、再発防止に努めま
す。
加えて、所内技術調整会議等にお
いて周知を継続的に行い、適正な
事務執行に努めます。

鹿沼土木事務所 令和３（2021）年
１月15日

〔指摘事項〕
契約検収事務のうち、快適で安
全な道づくり事業費（県単）に
係る地質・土質調査業務委託の
設計積算において、モノレール
の運搬費等の計上を誤ったこと
により、設計額が過小となって
いるものが１件638千円あった。

設計積算に当たっては、適用する
積算基準図書に基づき適正に計上
されるよう、業務委託積算チェッ
クリストを改訂し、再発防止に努
めます。
加えて、所内技術調整会議等にお
いて、周知し、違算防止のため継
続的な指導を行い、適正な事務執
行に努めます。

〔指摘事項〕
工事事務のうち、地方合同庁舎
整備費に係る庁舎新築外構工事
の設計積算において、集水桝用
グレーチング材料単価を誤って
計上したことなどにより、設計
額が過小となっているものが１
件993千円あった。

設計積算に当たっては、適用する
積算基準図書に基づき適正に計上
されるよう、工事積算チェックリ
ストを改訂し、再発防止に努めま
す。
加えて、所内技術調整会議等にお
いて、周知し、違算防止のため継
続的な指導を行い、適正な事務執
行に努めます。

宇都宮土木事務
所

令和３（2021）年
１月22日

〔指摘事項〕
契約検収事務のうち、街路づく
り事業費（補助）に係る測量業
務委託の設計積算において、数

設計積算に当たっては、違算防止
に係る勉強会を実施するなど、指
導教育を充実させました。また、
担当課長において数値基準や適用
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値基準に定められた単位を誤っ
たことにより、設計額が過大と
なっているものが１件129千円
あった。

範囲等が積算基準の規定にのっ
とって積算されているか確認する
ことを徹底しました。
加えて、事務所内では検算で確認
された違算事例の情報発信を行い
注意喚起するほか、担当者の意識
付けをするため、自己検算を徹底
させ再発防止に努めます。

〔指摘事項〕
工事事務のうち、道路保全事業
費（補助）に係る横断歩道橋塗
装工事の設計積算において、業
者見積単価の計上を誤ったこと
により、設計額が過小となって
いるものが１件803千円あった。

設計積算に当たっては、見積りに
よる設定単価が適正に計上される
よう、設定方法や違算事例につい
て所内技術調整会議等で周知し、
再発防止を図ります。
加えて、設計書の検算チェック体
制の強化を図ることで、適正な事
務執行に努めます。

〔指摘事項〕
工事事務のうち、快適で安全な
道づくり事業費（補助）に係る
防護柵工事の設計積算におい
て、ガードレール設置工の材料
費の計上を誤ったことにより、
設計額が過大となっているもの
が１件462千円あった。

設計積算担当者を対象に、事務所
独自の違算防止に係る勉強会を実
施するなど、指導教育を充実させ
ました。また、設計積算や検算に
十分な時間が確保できるよう、余
裕を持ったスケジュール管理を行
います。
加えて、適宜検算等における違算
事例について情報発信を行い、注
意喚起するほか、担当者による自
己検算が確実に実施されたことを
確認できるように、自己チェック
の見える化を行い再発防止に努め
ます。

小山高等学校 令和２（2020）年
12月18日

〔指摘事項〕
給与事務のうち、扶養手当にお
いて、認定後の受給要件の確認
が不十分であったことから、過
支給となっているものが１件
144,382円あった。

過支給分については、速やかに返
納処理を行いました。
今後は、被扶養者の異動に伴う受
給要件の確認にあたり、扶養手
当、共済組合への届出等関連事項
について、事務担当者及び出納員
による相互チェックを徹底し、再
発防止に努めます。

栃木商業高等学
校

令和３（2021）年
１月28日

〔指摘事項〕
県立学校施設等改修費に係る産
業廃棄物収集運搬及び処分業務
委託において、必要な事務手続
を行わず、産業廃棄物処分業の
許可を受けていない業者に依頼
したうえ、委託料を支払って
いた。また、513,700円につい
て、未払いとなっていた。

産業廃棄物収集運搬及び処分につ
いては、所管機関からの改善指導
を踏まえ、関係諸規定を理解する
とともに、内部チェック体制の強
化を図り、再発防止に努めます。
また、既払金額及び未払金額につ
いて相違がないことを確認し、関
係機関と協議の上、令和３年３月
１日に未払金額の支払いを完了し
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ました。
今後は、関係法令等の理解と遵守
を徹底し、適正な事務処理に努め
ます。

安足教育事務所 令和３（2021）年
２月２日

〔指摘事項〕
給与事務のうち、期末手当及び
勤勉手当において、在職期間等
の算定を誤ったことから、過
支給となっているものが１件
140,451円、支給不足となって
いるものが２件171,620円あっ
た。

過支給分については返納処理を、
支給不足分については追給処理を
行いました。
今後は、複数職員による点検・確
認のチェック体制を一層徹底しま
す。
また、小中学校事務職員への事務
指導を徹底する等、適切な事務執
行に努めます。

　───────────────────────────────────────────────

調 達 等 公 告
　　　○落札者等の公示
　落札者等について、次のとおり公示する。
　　令和３（2021）年３月26日

栃木県下水道管理事務所長　　菊　　池　　　　　浩　　
〔掲載順序〕
①調達件名及び数量　②契約に関する事務を担当する課又は公所等の名称及び所在地　③調達方法　④落札決
定日（随意契約の場合は相手方を決定した日）　⑤落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所　⑥落
札価格（随意契約の場合は契約価格）　⑦契約方法　⑧入札公告日又は公示日　⑨随意契約の理由（随意契約
の場合）　⑩指名業者名（指名競争入札の場合）　⑪落札方法（競争入札の場合）

１　①栃木県下水道資源化工場で使用する重油（JIS K 2205 １種１号）第12回目　購入見込数量185㎘　②栃
木県下水道管理事務所　栃木県河内郡上三川町大字多功1159　③購入等　④令和３（2021）年２月18日　⑤
カメイ株式会社宇都宮支店　栃木県宇都宮市泉が丘５-７-14　⑥65.34円（１ℓ単価）　⑦一般競争入札　
⑧令和２（2020）年１月14日　⑪最低価格
２　①鬼怒川上流流域下水道県央浄化センター包括的維持管理業務委託　②栃木県下水道管理事務所　栃木県
河内郡上三川町大字多功1159　③購入等　④令和３（2021）年２月17日　⑤テスコ株式会社　東京都千代田
区西神田１-４-５　⑥1,958,000,000円　⑦一般競争入札　⑧令和２（2020）年12月11日　⑪最低価格
３　①栃木県下水道資源化工場運転操作業務委託　②栃木県下水道管理事務所　栃木県河内郡上三川町大字多
功1159　③購入等　④令和３（2021）年２月17日　⑤水ingＡＭ株式会社北関東営業所　埼玉県さいたま市
大宮区桜木町４-252　⑥313,500,000円　⑦一般競争入札　⑧令和２（2020）年12月11日　⑪最低価格

（会計局会計管理課）　
　───────────────────────────────────────────────

正 誤
発 行 番 号 ページ 行 正 誤

令 和 ３
（2021）年
第 182 号

159 15及び16
⑤九電みらいエナジー株式会社　
福岡県福岡市中央区渡辺通２-４-
８

⑤東京電力エナジーパートナー株
式会社　東京都千代田区内幸町
１-１-３

　───────────────────────────────────────────────


